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。グループ数 5グループ

。会員数 46名
oグループ活動

前田地区青年団体連絡協議会を組織し，

各団体相互の親睦を図り地区行事に参加協

力している。

ハ 視聴覚クラブ

。昭和32年発足 。会員 25名

。事業活動

視聴覚探材による作品の作成及び研究ならび

に各行事参加協力している。

ニ 前田老人連合会

。会員約500名

前田地区11:18の 「老人クラブ」があり，それ

ぞそ自主的な運営のもとに親睦を図っている

ホ区会

区会連合会という全区的な組織につながる住

民の自治組織で当地区に7の区会があ り， 公民

② 運営委員会

館活動11:協力を得ている。

へ婦人会

当地区内には現在3婦人会があり，それぞれ

教養文化的な業事を開催し，地区婦人の向上

に努め，また公民館活動にも協力を得ている。

ト その他のグループ

。公民館講座終了後引続き「クラブ」として教

養文化活動を行なっているグループ約11111

体

。区会.婦人会.PTA主催のもの 4日1体

。その他一般団体 11団体

(4) その他

① 今後の課題

北九の各積団体(区会，婦人会，社会教育関係

団体)と連絡提携して地域の住民のため教育文化

活動の促進を図仇また施設設備を更に充実し，

地区の欲求に応じた内容のものを企画実鈍する必

要がある。
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地区社会福祉協議会
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。任期 2年

。開催数 2ヶ月に1回(年6回)

③ 地元住民の希望等

イ ある特定の住民の人達だけが，公民館を独占

的に使用する ζとを廃除すべきである。

ロ 公民館等において特定の講師にかたよらない

ょう配慮してほしい。

ハ実技，趣味的講座の開設増。
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区 分

民 生 委 員 1人

青 少 年 育 成 会

地区体育委員会(区長兼任) (1) 

子 供 2 

視 時車 覚 ク フ 7 

背 年 ク. Jレ フ

学 議 経 験 者 4 

士山 7L 市 議 員 3 

36 
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5. 尾倉公民館の運営状況
(1) 設置経緯

当公民館は，昭和27年に樹立された総合地区公民館

コI'j函(八幡市時代，中学校区ごとに地区公民館を設置

する旨の決議)に基いて第8番目に出来たもので，昭

和33年11月25日竣工，同年12月17日開館したものであ
る。

施設の構造等については別に示すとお りであるが，

講堂 (55坪)，集会室 05.7野)，和室 (16.野 24畳

) ，調理室 (19.25坪)のほか，事務室 05.75坪). 

管理人室 (10坪入 浴室(1.5坪からな り， 敷地，2，366.1

IIf (717坪)，建築面積584.1111'(177坪)

(2) 運営方針

当尾倉地区は，八幡区内市街地のほぼ中心部に位置

廊下

2 皆

¥ 
N 

テラス

事務京 l保育五 | 保育京

50.9m2 50.9m2 50.9m' 

国

し，かなりの住宅密集地であるため，青少年の長h全育

成にとって必ずしも良好な環境であるとはいえない。

したがって，そのような環境から子供を守ることが一

つの重要な地域課題となっている。

このような観点に立って，当公民館の運営方針を次

のとおり決めている。

地区住民から親しまれ，身近かに感ぜられる公民

館になるように努める。そのために，次の諸点を重

点施策とする。

① 館主体事業の深化拡充とその地域住民への浸透

をはかる。

② 青少年の健全育成IL努める。特1<:，青少年育成

会の自主的活動化を助長する。

③ 関係団体の自主的活動の助長に当る。
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④ 側人的利用l交を函める。

③ 職員相互間における「和」の確立

('l) 事業慨要

可1の費用による公民館自体の事業としては， 年2同

m秋それぞそ3ヶ月間)の「公民館講座」が主なb
のであるが，前記の運営方針の中でもふれているとお

り，尾倉青少年育成会の育成助長のにめの活動が，当

公民館業務の中ではかなりのウェイトを占めている。

尾倉青少年育成会は，当地区の会員約ふ000世帯で

組織する背少年育成運動の推進団体で昭和42年度の予

算総額429.600円，青年部109.000円，少年部99.500円

そθ他12.950円と都分して各種の事業となっている。

主なるものを列記すると，年9回専門の講師に同町

してもらって町内や隣組こがとに話し合いをもっ「地域

懇談会J.市で行なう成人式とは別に地区内の新成人

を集めて開く「地区成人祭J.その年の中学卒就職児

童を激励する「新就職児童激れい会J.青年部，少年

部それぞそに行なう各種スポーツ大会，キャンプ大

会，青年部が行う「レコードコンサートJIパスハイ
クJ，青年と成人がそれぞれの考えをぶっつけ合う「

背年成人懇談会J等の他，役員研究会，講習会等を開

き，広報活動として会報「いくせL、」を発行 してい
匂'
ぺJっ

公民館は， cれからの事業と側面から，あるいは場
合によっては正面から援助してその活動を助長してい

る。

G 公民館r.iF市l関

(1 
--L 

講堂

181.5m' 

下

プ

プ

〆・

その他，公民館の利用者の中で利用度の高い国1{4:は

青年サークル「きさらぎJIっくし」と地区内の三つ

の婦人会，それに老人の会としての「老松会」である

が，いずれも組織，活動きわめて活発ですでにほとん

ど公民館がタッチする余地を残していない。青年サー

クルは， 二っとも毎年新人を入れて会員の中身は交替

しているが，発足以来サーヲルとしての目的， 伝統を

保持して活動し，育成会事業の協力者としても重要な

役割を果している。老松会も，月一回の例会の他，老

人大学講座，見学，講演会，演芸会，会報の発行な

ど，優秀なリーダーを揃えて活発に活動している。

また，子供も少年部を通じて育成会活動f己参加して

おり，区分，町内会等と共にそれぞれ公民館を利用し

て自主的活動を推進している

(4) その他

当公民館の運営状況は概ね以上の通りであるが， 今

後の課題としては，市の方針として結成を促進したい

きさつからしても，青少年育成会がより一層完全な自

主的団体として成長する乙とである。

そのための課題を更にいうならど.意欲と熱意をも

った活動家，リ ーダ一陣の強化であり，その日常活動

F:参加する大人達の層を出来るだけ厚くすることであ

る。

当公民館の現段階における課題はこれにつき ると考

える。

~三会実

5 1.975 m' 

!民l下

jm「1R←|

| 司!'i) 苦手 | 

門 51.975m'

N 

一階平Irli~刻
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② 施設の大芸j

所 在 地北九州市八幡区尾倉町 3丁目

用 地有効面積 2，366，1平方米

建築面積総面積 584.1平方米

11騎 509.8日EプJ米

2階 74.25'T万米
建築着工年月日 HtI和33年7月8日

問竣工年月日 In~和33年 11 月 25日

必策費 7，545，日OITj

主体工事 6，785，000円

給扮水 182，000円

塗装 144，500円

電気 434，000円

土木工事資 1.900，000円

施 設 11皆講堂和室調理室事務

室宿直室

2階集会室

6. 黒崎公民館の運営状況
(1)設置経緯

l沼年26年10月中央公民館が完成し以後その活動が急

激に地区公民館鐙設の気速を巻き起し，昭和27年公民

館建設総合計画として，旧八幡市内中学校区毎に市費

で設置することになった。

① 黒崎公民館の建設

イ 昭和27年10月22日黒崎地区青少年育成会にお

いて設置のことが議題とな り， 対策促進の運び

となる。

ロ 昭和30年2月1日旧八幡市黒崎支所開設と同

時に支所の2階を利用し公民館を設置。

ハ 昭和30年11月10日八千代西1丁目(現在地)

に幼稚園併殺の公民館新築のため着工

ニ 昭和31年4月4日地区公民館として竣工と同
l待に黒崎支所から移転し開館。

ホ |昭和38年2月11日北九州市黒崎公民館と称す

へ施設設備

a 施設

。竣工年月日 昭和31年4月4日

。椛 造木造平家及び二階建和瓦茸

。用地 1.357nt
。建 坪総建坪 902nt

。特

1 階 653nt

2 階 249nt

外に倉庫 4.4nt

色 二階廊下に展示墜を設け，ロ

ビーを広く利用ができるよ う

にした。

(2) 巡営方針

① 地域課題

il1iI，5，工場，住宅の二つの条例による環境の!ド
に，特に小企業の青少年の教育を如何にすべきかを

ì~匙jのーっとして先般八幡区として脊年社会調査を

行い，黒崎商広街区の青年調査を実施したのでその

統iHにより今後課題の解決に努める。

② 巡営の基本方針

地区学校諸団体との連けL、を績にして，地域淑hlu

の迫求と協力性の減益ーにつとめ，特に住民の利用を

奨励し公民館機能の充実を図る。

イ 社会教育の大衆化(住民の余|限利用)

@ 講座，講演等の開催 @ 家庭教育の推進

。自主的共同学習の促進 e PRならびに地
域団体による啓蒙

口 育少年の健全育成

@ 関係団体の自主的活動の推進

@ 青年学級の開設

。未組織青少年の余l慢の普用

。青年のグループ化。青年グループの育成
。指導者の資質向上，グJレ プ活動助成

村施設設備の整備

。照明を後光灯K切替

。修理個所の点検補修

。設備総具の整備

(3) 事業概要

① 公民館講座

春秋2回定期的l己実施しているがili民生活に定着

してきたと考えられる。

イ 42年度講座科目

(春季)主婦の社会科(5回)，計算尺のもg

別法(6回)，料理(10困)，手編とローケツ

染 (12回)，洋裁 (10回)書道 (12回)，家庭電

気と七宝焼 (12回)，民謡，うに (12回)

(秋季)青少年と郷土 (2回)， 8ミリ撮影

と|決写 (5回)上手な生活プラン (4回)料理

(8回)盆裁と園芸 (3回)手編と小物手芸 (

8回)茶道，華道 (各12回)フ ラワーデザイ/

(12回)民謡おど り(12回)

ロ 43年度講座科目

(春季)主婦のにしなみ (12回)料理 (8回

)近化孔版 (8回)新しい日本画，墨絵 (8回

)和裁 (8回)フラ ワーデザイ ン (中級12回)

茶道，華道 (12回)正調民謡 (12回)民謡，三

味線 (12回)

ハ 青年学級 (2学級)開設
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ニ 家庭教育学級開設

ホ H¥的地区文化祭 (11月)

@お茶会 @作品展(干U坂，美術，手日放，料理!

脅迫.I!('故，編物. 8ミリ映写1ft裁，デザ
イン)

6i'sl去大会(詩吟，民話.舞踊，民腕，寸劇.

フオ-7D.黄IJ舞)

公民品。;てF日頃勉強したことを発表する年中行事で

本加することによ り，各人の自信を深め意欲的lこな

っている。

@ 関係団体ならびにグループ

イ 黒崎地区青少年育成会(昭和25年7月結成〉
ロ 黒崎地区婦人会(第3.官官5.第6.第9)

ハ 黒崎地区体育委員会

ニ 歩乙う会，スポーツ少年団.B・S.c. S 
G.S 
ホ黒崎中，小学校PTA(中 1.小3) 

へ幼稚園父母の会

ト fJ年団体(地区青年グループ連絡協議会結
成)

@ 黒崎フオークダンスヲラプ (40名)

@ 新樹会 (30名)

の きょうTごい会 (15名)
@ 北九州青年合唱 (20名)

@ YS5(18名)

。太防 (43年度新成人グループ20名)

⑤ シャボン玉 (30名)

⑤ みずほ (30名)

(OJ) 北登山の会 (30名)

③ あけぼの (20名)

青年各自は職域，趣味同好者のグループが多く，

話し合い，奉仕，趣味，教養の向上のため自主的に

健全な活動をしている。

{り その他

① 今後の地域課題と して， 前述の通り商后街青年

について，調査の結果学習意欲は可成りあるが，

労働条例で余販が少ない。公民館の施設遂営事業

等が彼等には知られてない。又育年の必要性と 7

ツチしてない。グループがあるとすればどこでど

んなζとをやっているか等々PRの不足も あるが

今後調査をもとに更に研究努力しなければならな

L 、。
@五E蛍委員会 (25名)
区会 (5)婦人会(4)学校 (中 1.小3)幼

稚園(1)PTA(中1.小3.幼1)スカウト

( 1 )体育(1 )民生委(1)育成会(1 )子供

会(1 )青年(1)
@ 地元住民の希望

位裕人口ともに他地区より多し環境的p::flJfTl

度も高く，館の楢築を要望している。
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3.黒崎公民館平面図
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②地域公民館の設置

中央公民館設置後，その活動が，公民館に関する

啓蒙的役割を果し，又東西に長い本市の地勢上から

も，地域民に密接した地域公民館建設の要望が市民

に強い世論として起り，検討されることになった。

乙の構想については，文部省その他有識者の指導

もうけて額々検討されたが，次のような基本方針が

「公民館建設総合計画Jとして，昭和27年市議会の

承認を得て実施に移されることになった。

中学校単位に設置

面積250坪程度

鉄筋コンクリート造

@ 

@ 

7. 八幡中央公民館の運営状況
(1) 設置の経緯

① 中央公民館の設置

戦前.I日八幡市では，市民集会の場として公民館

建設計画があったが，戦争の余波をうけて建設中止

となり戦後もなお実現に至らなかった。

一方，戦後の荒廃から立直り，新しい市民生活を

確立する原動力として社会教育の振興が重視され，

その活動の場として公民館の設置が奨励される ζと

になったが，八幡市でも社会教育法の制定と共に，

中央公民館建設講想を一歩進めて.中央公民館を建

設することとなり，昭和26年10月15日完成開館し
fこ。
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。幼稚園を併設する。

@専任職員を配置する。

これに基づく第1号地域公民館として，熊西公民

館が昭和28年完成し，以後遂年建設を進めてきた

が，現在18中学校区に設置を完了した。

(2) 運営の方針

当区では，地域公民館lζ最も重点を置きその整備

充実に努めてきたが，中央公民館は，次のような機

能を果すべきだと考え運営している。

① 地域公民館の連絡調整

② 公民館ライブラリーとしての機能

③ 公民館関係職員の研修

④広域住民を対象としたより高度な又は特殊な事

業の実施

③ 社会教育関係団体の活動助成

⑥ その他一般市民集会への利用

現在，中央公民館は社会教育課(八幡区)の事務

室を兼ねてお り，職員も兼務しているので，ここで

行う事業が，行政として行なうものと交雑している

感がある。又職員，予算の不足等の事情もあ り，上

記の機能が必ずしも発衡されているとは言い難い。

③ 利用状況(昭和42年度)

(3) 事業概要

① 昭和42年度実施した事業

中央家庭教育学級

法律相談

婦人学級生大会

婦人大会

視聴覚技術講習会

中央青年学級

青年学級リーダー講習会

青少年閲額研究集会

就学児童相談

明るい選挙展

② 中央公民館を場として活動している団体，クラ

プ

混声合唱団

マンドリンクラプ

フオークダンスクラブ

ユースホステJレクラブ

英会務クラブ(2 ) 

高校通信教育

大学通信教育(2 ) 

婦人会連合会

青年団体協議会

青少年育成会

小地区公民館協議会

文化団体連合会

館行事|市教委 |社教団体 |学教団体 |福担l団体 |その他

(4) その他

85 

4，670 

①遥営審議会について

133 

30.905 

851 

47，656 

委員15人(学校3人関係団体8入学識経験4

人)

報酬出席1回 500円

年間 5-6回開催

② 中央公民館の今後の課題

@ 施設設備の老朽整備

@ 行政組織との分離(機構の整備)

36 

3，280 

48 

1，850 

999 

59，405 

2，152 

147，766 

。 中央公民館機能の検討と活動の活発化

@ 職員の研修と，体制の強化

③ 八幡における町内公民館の現状

。64館

。純然たる民間施設として維持管理

「小地区公民館協議会Jを結成

。市の助成建設費 50万円

運営費年1万円
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央中幡八

F皆

A 資料室 B 視聴覚ライブラリー

三階

険写実

11 t 
η，. 

A 第 5集会室 B 準備室 C リフト

一階

A 美術館事務ιギ 8 ~2 集会宅 C 第4集会本

D g耳3集会事 E ，.点人宅 F 展示場

地階 屋上

A 食~'f.: B 食堂調理室 C 調理室 D 使了室

E 食時 F 浴宅 G リフト H 排水ポンプ窯

8. 木屋瀬公民館の運営状況
(1) 設訟の経緯

鞍手郡木屋瀬町は昭和30年4月旧八幡市に合併し

Tこ。 ζの木屋瀬での公民館活動は旧町の頃から高い期

待と関心が寄せられ，郷土の発展と教育文化の振興の

ためには，町ぐるみで熱意を傾ける気風をもった土地

柄であった。

① 転用施設の公民館活動期間

昭和23和~昭和35年の問。旧町時代から

町議会場を公民館に転用，青年学級の開

設。社会教育関係団体の調整。生活改善運

動の推進。町民体育の振興。史績と文化財

の保存連動等を重点的に扱った。

② 木屋瀬公民館の建設

l日八幡市合併後の木屋瀬は，八幡の地区

公民館建設総合計画の線にそって，昭和35

年7月に現八幡区地区公民館18館中の第11

務自に，現在の木屋瀬公民館は建設され

イ 建築年度昭和35年

ロ構 造木造平屋建(一部に木造

2階建ー郷土館・を附

設)

ハ建築面積 郎防((郷土館施設100同f

を合U')

ニ建築費 828万円

@ 木土工事費 12万円

@ 公民館建築費 766万円。郷土館建築費 250万円
ホ施設の特色

木屋瀬町は背の筑前6mの一つ。宿場

街の意識は今も住民の中に生きてお

り，そのような意味から公民館の外観

は，郷土の歴史と伝統を偲んで，昔の

宿場のやかにの型式をとっている。又

郷土館は乙れらの民俗資料を蒐集展示

するためのものである。

(2) 木屋瀬公民館の迩蛍方針

① 公民館利用度数の向上を積極的に進め

る。

イ 公民館講座を多数開設し，かっ長期

継続化に努力する。

ロ 青年学級の開設，コースを地域青年

の欲求を背景に企画し，自主活動を奨

励する。

ハ 婦人学級，家庭教育学級を積極的l乙

開設する。

ニ 小集会による各騒の学習ならびに趣味同好会

の活動を育成し，地域(L占める文化センタ ー的

機能を高め高度に保持する。

② 地域団体の協力活動を積極的に進める。

イ 社会教育の振興の観点、にたつ地域社会の組織

的な協力活動を実現する。

ロ 自治会，婦人会との相互信頼に基く提携，社

会初祇関係団体との地主主環境づくりの共同活
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if!lJ.産業諸団体の活動の援助等に努力する。

ハ 地域団体と協力することによって，公害のi防

止及ぴ不良文化財の排除11:努める。

③ 小地区公民館活動の指導と援助を積極的11:進め

;溝

る。

イ 小地区公民館は関係地域の社会開発の拠以と

なるよう指導助言する。

イ 公民館講座(春 ・秋)

春 の 3持 座

座 1 ~ I震 | i講 Ai!i 

老人学級 12 30 I社会 教育 ;;~ 

1'11 よ定 10 崎 しげ子

料 理 10 30 上 回 寿 子

育児教室 10 30 去最 崎 保健所

学 校教育 10 30 中 学校長

謄 写 10 上 日 詔

俳 イヨ 10 20 阿 苛日 王 樹

ヲ事 道 12 20 佐 I簸 l七早子

ロ 青年学級(毎週1回 1年継続)

コ ス 限 言時 日市

料 理 月 20 I松 永 光 代

民踊と郷土芸能 火 20 石広 空 久貞 子
子

洋 主t 71< 20 7"i 崎 しけ'子

ハ文部省委嘱婦人学級

日時 |対象 | 学 習 内 容

7 • 10 70 委開嘱講婦人学式級の理解と運営

7. 21 11 郷土のあゆみ 江戸時代まで

8. 24 11 明治以降の郷土の文化運動

9. 6 11 地域社会と住民の姿

9. 21 11 生活態度と幸福観

10. 9 11 生活設計と家庭の営み

10. 24 11 明るい聞を婦人の手で

11. 10 11 地域社会の進展

12. 6 11 地域社会と婦人団体の役割

2. 20 11 婦人学級活動の課題の迷成

ロ 小地区公民館は関係地域の環境整備のrt核機

能を果すよう指導助言する。

ハ 小地区公民館は関係地域住民の生活文化の向

上機能を果すよう指導助言する。

(3) 木屋瀬公民館事業概要

① 主なる重点事業

※乙の事業は昭和42年度実施ずみのもの。

秋 の 1務 E住

鴻
度 I~ I i I ;調 r.m 

事ヰ 理 10 30 松 1)< 光 イに

洋 裁 10 20 宮 t時 しげ 子

謄 写 10 30 井- 上 日 ;ri日

育児教室 10 30 黒崎 保他所

10 30 太 回 潔

茶 道 12 20 梅 林 基

ヨ事 i邑 12 20 原 問 フ チ エ

認 曲 12 20 千々荊l !i主

コ ス|暇Ii I 市青 Aiji 

教 養 水 20 専門講師 で

書 道 木 20 吉 問 秀 手Ij

撃 道 金 20 金. 減 春 主宮

高官 附

木グ 屋瀬公婦民人館会長長

郷土史研究家(市議) 岩 尾 四十三郎

間l 上

九大教授 岩 井 龍 也

|司 上

北九大教授 新 村 鐙

全国公民館連合会長 守 回 道 降

北九大教授 新 村 盛

九州女子大講師 関 1主i 子

教育大助教授 回 島 イ言
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① 家庭教育学級

イ 期間 ・ 同数附和42年 6 月 ~12月の問。 延

20回

口対 象地域婦人 55名

ハ学習主組子供の生活実態と家庭教育

ニ主任講師 もと小学校長 jr;[fJ秀利
ホ その他

③文化行事の開催 年間10悶

@血1報発行年閥5岡 (j耳厄125001部各肖

配司j)

@ 他殺利JTJEI1体

イ 青少年育成会地域ぐるみの背少年7寄成婚iffi

|ヨ1体

ロ 体育委員会

ハ 引場踊保保会

ニ一般団体

体育娠~の指導団体

文化財の保存振興!J引体

子供会 ・PTA・婦人会 ・自

治I夫会 ・老人クラブ ・社会n，¥
祉ih~団体 ・ 産業関係諸UlI4:

俳句 ・洋裁 ・生110.孔!坂 ・上己

踊 ・ 卓球 ・ ~手~;

ホ Jj、主主日1活動

(4) その他

小地区公民館活動の現況についてー

① 木屋瀬小地区公民館協議会の存在

関係館1 0館の連絡協議会，毎月 1 四tii~制父換を

内容に研修目的の定例会を巡廻ι1.。

@ 関係公民館一覧

館 所名 干玉 惣
円
+
守山田I

 
造 |函積 |主 砲 ;没 |脚数

130m':和 1，集1，~淵 1笹旧公民館 木屋瀬笹 1] 木造瓦寄与11.家 275 

金剛 1/ 1/ 金 剛 木造茅主主平屋 85 'fU2， 集2 50 

楽 IIIJ H 1/ 栄 町 木造ぉ;葺平屋 45 1'112 

国ノ口 1/ 1/ 回ノ口 1/ 145 
荊誠手;羽f1l 1 ， 集集1管雪1 1 1 1 

大正区 1/ 1/ 大正区 1/ 170 2. 

野函 1/ 1/ 野 函 1/ 130 和3. 管1

深田 1/ 1/ 深 間 1/ 140 和312， 集管1 1 

山If日 1/ 1/ I.ll 浦 〆F 75 手n2. 調 1
中町 1/ 1/ 中 間 1/ 135 調和F.澗Il 21 ， ， 

集管集管1 1 1 1 
改盛町 1/ 1/ 改盛町 〆F 230 4. 

① 小地区公民館活動の事例

一附和42年度野面1公民館の活動からー

'-=' 1J '4
3
 

'マA
F事月日 象 11 月日 行

100人

30 

25 

130 

100 

m 
100 

30 

4. 10 公民館総会 全 戸 130人 8. 10 夏休林間学校 子

4. 17 環境対策怒談会 1/ 130 8.20 盆l1ili大会 保有

4. 24 料理講習年間12回 姉 人 50 9. 15 野面敬老会

5. 5 子供会大会 子 供 100 10. 10 野面文化祭 全

5. 8 農業研究年附3fllJ 一般成人 40 12. 25 クリス 7 ス大会 子

5. 15 公民館見学 五li滋委員 20 1. 5 新年者初 子

6. 20 民踊講習数回 保存会 30 2. 5 節分大会 子

7. 7 七夕領事会 子 供 50 3. 20 地域団体慰談会 団体l

7. 17 I 非行防止訟談会 一般成人 50
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水

「公民館の近代化と新しい活動の課題を求めて」

RKB毎 日教育放送部長

西日本新聞社編集局企画委員

北九州 YMCA総主事

九州大学助教授

主 婦

前福岡県教育庁社会教育主事

者

者

塩

会

登

司
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記 念

社会生活の都市化と公民館の課題

講 演

東洋大学教授 磯 村英 一 氏
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総 吾晶
画岡

1.序説

敗戦後，焦土の上に「公民館」の総額がうちだされ

てから約20年，全国の公民館関係者は，きまぎまな困

難をのり ζえ，その理想の達成l己努めてきた。

その問，朝鮮戦争から講和条約の発効をへて，地方

教育委員会の設置，町村合併などの影響により，公民

館をめぐる情勢は変化し，初期の構想への取り組みに

も停滞ののきざしがみえるにいたつに。しかも，やが

て遂行してきた技術革新と経済の高度成長は，社会の

様相を一変しつつある。

これらの情況のもとにおいて，公民館は霊的には増

加!の道をたどって きたが，質的にはなお格差も大き

しその他にも多くの問題をのこし，公民館関係者の

努力にもかかわらず，その実効がじゅうぶんにあがっ

ていないうらみが多い。

ことにおいて，まず，公民館創設以後の時代の変遷

と，それぞれの時代における公民館にTこいする指級を

ふりかえって，問題の所在を明らかにしたし、。

1&Jj\~後， 地域に胎動しつつあった組国再建の動きに

s'y-応して，昭和71年K発せられた文部次官五百迷は，荒

!先した郷土民心K適合し，公民館運動の波は全国Kひ

ろがっていった。しかしながら当時としてはやむをえ

ない一面があったが，それは施設観の強調においてじ

ゅうぶ んでなく ，ζのζとが現在にまで尾をひいて

いる。 I昭和24年K公布されに社会教育訟は，日本国

法il.t・教育基本法にもとずいて，公民館に法的根拠を

与えるとと もに，社会教育活動の領域を確立するも

のとして，画期的重要性をもつものであった。しか

しながら法の制定はま仁活動領域の限定を生み ，加

えて地方公共団体の中には，なおこれに対する理解と

1f5 )Jを欠くものもあり，全般にわたって，社会教育訟の
精神がじゅうぶんに発事ftきれなかったう らみがある。

昭和34年の社会教育法の一部改正は，必ずしも公民

館関係者多年の要望lζζTこええぬ部面も あったが，つ

づいて告示されTゴ公民館設置及び運営lζ関する基準」

と，その後累年の国庫補助金の泊額とは，公民館の施

設ω整備を促進した。しかし，これに先立つ教育委員
会は、の改廃がもたらしに教育行政の変化の流れは，公

上(似の発展KO富影を投ずる要因ともなった!u.~がある。

その後， ff日和38年，文部省は変容する社会の実情に

かんがみ「進展する社会と公民館の運営」を 刊行し

て，公民館のあるべき姿を説いた。それは，住民個々

の要望をみにし，他の施設 ・機関との結び目となり，

技術面，r.新領主主を示唆するなどの方向を示した。しか

し，最近の急速度な地域社会の変容と地域住民の生活

構造の変化は，公民館をめぐる社会的条件を著しく変

質せしめつつあ り， ふたたひ・公民館の存在理由を問い

ただし，公民館の機能発部の方向について，再確認す

る乙との必要を痛!~せしめている。

乙こにおいて，われわれは，公民自i創設当時の社会

的条件が一変しに現時点において，あらためて「公民

館のあるべき姿」を探究し，ここにその「今日的指標

」を見いfごそうとするものである。

2. 公民館のあるべき姿

(1) 目的と週念

公民館は住民の生活の必要に乙fこえ，教育・学術 ・

文化の普及ならびに向上につとめ，もって地域民主化

の推進に役立つことを目的とする。

このためには，つぎのような理念に立たなければな

らない。

① 公民館活動の基底は，人間尊重の精神にある。

公民館は，すべての人閥を尊敬信愛し，人間の

生命と幸稲をまもる乙とを基本理念として， その

活動を展開しなければならない。

② 公民館活動の核心!C，国民の生涯教育の態勢を

M!i立するにある。

公民館は，学校とならんです全国民の教育態勢を

確立し，住民に教育の機会均等を保隊する施設な

らなければならない。

@ 公民館活動の究極のねらL、は，住民の自治能力

の向上にある。

公民館は，社会連帯 ・自他共存の生活感情を育

成し，住民自治の実をあげる場とならなければな

らない。

(2) 役書リり

① 集会とだ。ffJ

地主fの社会生活は，集会活動をとおして向上す

る。このため集会場 ・いこいの場 ・茶の聞など多

様な役割jりをはたすものが公民館である。

さらにすすんで，住民の日常生活の相談に応

じ，資事lをととのえ，住民を他の諸機関 ・諸施設

に媒介するなど，積極的な活用!C供するものも公

民館である

これが，公民館の悲本的な役書IJりである。

② 学習と創造

学習活動の場をととのえ，ゆたかな教材を提供

し，教育 ・文化活動を展開するが，公民館の重要

な役割lである。

住民の継続的な学習活動は，各種の学級 ・講座

等:こよって動機づけられ，促進され，かつ充実さ

れる。しかも，それらはさらに個人や小集団によ

る自主的なザ・習によって深められ，進められる必
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要がある。そのような学習活動をささえ，発展き

せるための活動は数多く考案されるべきであり，

また，各窪の資料や図書をととのえて，ζれを活

用する場を榔成し，教育的な条件を整備すべきで

ある。

これが公民館の中核的な役割である。

③ 総合と調整

社域社会における課題として総合的に取り組む

か，乙こに公民館の高次の役割りがある。

公民館は，諸団体 ・諸機関の連絡と調整をはか

り，住民の組織的な教育活動を通じて正しく力あ

る世論をも りあげ，地域社会発展の原動力となる

べきである。

乙れが，公民館の究極的な役割である。

(3)特質

① 地域性

公民館は，民主的な地方自治をうちにて，地主主

の生活環境をととのえるために，生活課題や地域

課題を発見し，その解決の方途を探求する場であ

る。 ζのためには，生活連帯意識をささえる地域

性が重視されなければならなL、。

しかし，反面，陥りやすい地域閉鎖性をきけ，

広く内外の社会の推移に限をひらく必要がある。

②施設性

公民館は，教育施設としての特質が強調されζ

ければならない。計画的 ・継続的てe多様な活動を

展開するためには，専用の純設と設備とが必要で

あり，とくに時代の進展に即応する教具・教材が

ゆたかに導入きれなければならない。

③ 専門性

公民館は，専門の職員によって経営されるべき

である。しかも，公民館の機能を効果的に発例えす

るには，職員の意見 ・技術 ・熱意にまっと乙ろが

大きい。したがって，施設経営の能力を高めるに

め，職員の不断の研修が奨励されなければならな

L 、。

@ 公共性

公民館は，公立たると私立fこるとを関わず，公

共性をもっ。教育の機会均等 ・非営利性および独

立性を確立するために，公共性を絶対の条件とす

る。

3. 今目的指練

(1) 企画の科学化

社会の変容に対処するためには，科学的方法にもと

づいて地域の実態をは握し，住民の要求!C応ずるキメ

細かな企画が打ち出きれなければならない。

企画の科学化には，つぎの視点、に立つことが必要で

ある。

① 社会の進展や産業構造の変革にたいし， 歴史的

社会的な洞察をおこなう乙と。

② 消費革命や流通革命とともに進行しつつある私

生活への逃避的傾向にたいし，社会連帯の意識や

態度の形成をめざすこと。

③一部のマス ・コミ 1(見られる商業主義的傾向に

fこいして，自主的 ・批判的態度を育成すること。

@ 近時の都市化・機械化などによって失たわれつ

つある人間性の回復をはかる乙と。

(2) 事業の近代化

公民館活動の情性化を破るには，その成長度に応

じ，地践の実態I(enして，事業の近代化をはからな
ければならない。

事業の近代化には，つぎの視点、が重視されるc

① 他の諸機関 ・諸施設との共催，他の公民館との

共同，立地条件を異にする公民館相互の交流など

により，新境地をひらくこと。

② 受動的な学習に終始せず，創作・創造 ・実習・

実験など，生活と生産にむすびつき，現代人の心

理!C適合する能動的な事業を重視する ζと。

③ 新しい視聴覚探材などを活用し，進展する科学

技術!C対応した事業を実施すること。

④移動公民館，有線放送などを利用し，事業の機

動性・普遍性 ・浸透性を高める ζと。

(3) 運営の効率化

教育活動がただちに具象的な効果をあげう るもので

ないという事実にかくれて，運営の非能率が見すごさ

れてはならない。

運営の効率化には，つぎの視点が重要て'ある。

① 地域住民の要求を反映し，社会教育に識見と熱

意をもっ運蛍審議会委員を選んで，連蛍審議会の

活動を活発にするとと。

② 活動展開のため必要に応じ，地域諸機関 ・諮問

体との速けいを密1(し，またはすぐれた人材を発

掘し，協力組織をつくる乙と。

③ 有志指導者(ボランティア)を発見し， 随時協

カを求める ζと。

① 常時の活動をとおして，住民の学習集団の形成

とその波及，ならびにこれにもとずく実践運動へ

の展開を配慮すること。

(4) 管理の適正化

公民館は，公的機関としての性格を明確にし，本来

の使命1(徹するため，管理の適正化をはからなければ

ならない。

管理の適正化には，つぎの視点が肝要である。

① 公民館長は公民館経営の責任者であるという管
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理体制を確立する ζと。

② 職員の専門的な知識と技術が最高度に発揮でき

るような職員構成と，その適正えよ配置をはかるこ

と。

③ 施設 ・設備の整備と運用にあたっては，住民の

要求と協力を基本とする乙と。

③ 公民館の経費11:.目的遂行!1:必要な額が，じゅ

うぶん確保されるようっとめるとともに，その効

率的な使用を綿密に考究する ζと。

⑤ 公民館の配置を適正にするために，教育行政機

関の積極的な施策を促進すること。

各 論

凡例

各論においては I設置基準」にいう 「都市におい

ては中学校区JI町村地域においては小学校区J11:設

けられる公民館を，すべて「本館Jの呼称に統一して

記述した。したがって，いわゆる「中央公民館」およ

びIf也区公民館」は，すべて「本館」の中に含まれる

ものである。

1. 地方教育行敢ならびに一般行政と公民館との関係

社会教育法第5条には「市町村教育委員会の事務」

について，また，同法第22条には「公民館の事業」に
ついての規定がある。しかし，ζの両者のあいた:11:重

被があるため，教育委員会と公民館との役割り分担に

明確さを欠くような事実もみられる。さらにまた，国

・都道府県および市町村の一般行政の公民館に対する

施策において，現状では，なお不じゅうぶんなものが

あって，公民館の俗全な発展をさまにげている。

このよ うな観点から，公民館に対する行政組策のあ

り方ならびに相互の関係を明らかにするうえで，とく

に考慮すべき点はつぎのとおりである。

(，) 公民館と市町村ならびに市町村教育委員会との関

係

① 公民館は，社会教育活動推進の中枢機関であ

る。 それは，地域住民のなかに位置し，その多傑

な教育的要求を発姻し，それをみたすに必要な事

業を企画・実施するものである。

② 市町村の長は，公民館設位の目的を述成するた

ちに必要な財政的措置を積極的に講ず べ きであ
4 
，~ ， 

③ 市町村の教育委員会は，公民館が，その機能を

果fこすに必要な施設・設備の整備と職員の充実等

諸条件の確立にっとひべきである。

(2) 公民館主事と社会教育主事との関係

① 公民館主事は，社会教育lζ関する識見と公民館

の経営上必要な専門的知識・技術をそなえて，公

民館事業の実施と活動の推進にあたるものであ

る。

② 社会教育主事は，公民館主事等l1:tこいして，専

門的領域lζ隠し必要な助言・指導にあたるもので

る。

③ 公民館主事と社会教育主事との相互の兼務は，

それぞれの職務の独自性にかんがみ，つとめて避

けるべきである。

(3) 公民館の事業と地方一般行政機関等の行なう事業

等との関係

公民館11:.住民の教育的要求にこたえる公共施設と

して，一般行政機関および団体との連けいを密にする

ととも に，乙れらの諸機関・諸団体の行なう諸事業の

うち，教育的なものについては共催し，または援助す

るも のである。

(4) 公民館!1:対する国および都道府県の胞策

① 文部省は，公民館の施設・設備にTこし、する補助

を公立学校に準ずるものとするとともに，職員の

給与については，独自の補助制度を確立すべきで

ある。

② 自治省は，地方交付税の単位費用積算基隠の中

に 「公民館費」の項目を設けるとともに，算定基

準の引き上げをはかるほか，公民館建築にfこいす

る地方債許可額を地額する等，地方自治体!1:対す

る財政錆霞lζ格段の配慮を加えるべきである。

③ 都道府県教育委員会は，公民館職員の研修およ

ぴ資料の提供をきかんにする等，公民館活動の振

興上必要な諸施策壱講ずるととも に，固と同様，

積極的に財政的助成をなすべきである。

2. 市民会館等の出現にともなう公民館のあり方
近時，市町村等が設置する市民会館その他さまざま

な目的の他殺が鳩加している。これは，一面，望まし

いことであるが，反面，公民館との関係をめぐってい

ろいろな問題が生じている。

ζの際，社会教育の韮幹施設としての公民館と，ζ

れら諸説il設との関係について解明するととは， 公民館

の設置目的を達成するため緊要なことである。

以下，これらの諸施設を便宜上，一般施設(市民会

館など)分化施設(児護館など)専門施設(図書館な

ど)の三種類11:わけで検討する。

(1)一般施設

「一般施設」 とは，その規模が大きく ，主として誕百

設の貸与により，広く一般の利用に供するものをいい

公会堂 ・市民会館 ・文化会館などがあげられる。

これらの一般抱設と公民館との関係は，その特徴を

それぞれ生かしつつ，づぎの視点、において相互にその

施設機能を「補完Jしあうべきである。
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① 一般施設は，随時の広範な集会行事を中心とす

るが，公民館は，自主的 ・継続的な教育活動の場

である。したがって事業の性格に応じて，相互に

調整をはかる ζと。

② 一般施設は，主として大集会の用lこ供せられる

が，公民館は地域住民の要求にとたえて中小集会

の場となる。したがって，集会の規模に応じて抱

設の機能を互いに補いあうこと。

③ 一般施設は，広域にわたってその施設を公衆の

利用に供するものであるが， 公民館は，対象地域

の住民生活l乙結ひ・ついた地域活動を中心とするも

のである。したがって，住民の施設利用の目的:二

応じて，相互に便宜をはかりあうこと。

(2) 分化猫設

「分化施設」とは，社会の機能分化に即応して設霞

されているものをいい，児童館 ・青少年センター ・婦

人会館 ・老人会館 ・福証会館・農業センターなどがあ

げられる。

公民館は，その活動の領域をひろげ，学習と生活を

結びつけ，かっ深めるため，ζれらの施設と，つぎの

視点、で積極的な「連けい」をはかるべきである。

① 相互に資料を交換し，また講師 ・指導者の交換

派遣ならびにグループ聞の交流を行なう乙と。

② 公民館は，可能なかぎり ζれらの施設と事業の

共催 ・提携をはかること。

(3) 専門縮設

「専門施設」とは，社会教育関係法規に定められた

施設をいい図書館 ・博物館などがあげられる。

公民館と ζれら専門施設とは，つぎの視点にもとづ

き，対等で双務的な「協力」関係を強化すべきであ

る。

① 公民館は，その活動の展開において，専門施設

との聞に場と資料を相互に活用しあうこと。

②両施設は，相互に職員の専門性を生かし，随時

これを交換して協力しあうこと。

③ 両施設が育成しつつあるグループは，相互に交

流の場をもつこと。

<注>部落(町内)単位の類似施設は，住民自治

の場であり，教育と生活との接点である。公民

館はその「育成」に力をそそがなければならな

L 、。

3. 望ましい公民館の体制と配置

昭和34年「公民館の設置及ひ・運営に関する基準」が

公布きれて以来，関係者はζの線にそって公民館の整

備につとめているが，基準の内容にも問題があり，ま

た，関係者の努力もまだじゅうぶんの成果をあげてい

ないうらみがある。とりわけ，大都市においては，そ

の名称にとらわれず現在の公民館制度の精神を生か

し，その設置を推進する抜本的対策を講ずる必要があ

る。

今日の段階において，公民館の最低の要件をみたす

ための，体制と配置の基準を明らかにすること!:J:，今

後の公民館の重要な課題である。

(1) 配置

① 市町村における公民館の体制は，本館の並立ガ

式をとることを適当とする。

必要に応じ，連絡等の機能をもっ公民館を設け

る。

② 公民館の設置区践は，都市においては中学校区

に一館，農村においては小学校区に一館とする

が，地形 ・人口 ・産業構造等を勘案し，可能なか

ぎりにおいて，さらにその区域を縮小することが

望ましい。

③ 分館は，公民館活動展開の必要に応じて，なる

べく住民生活tζ近接して設ける ζと。

(2) 施設および設備

①本館11:は，少なくともつぎの施設を備えるこ

と。

ア 集会の施設会議室，集会室，談話室，児童

室，相談室，講堂等

イ 学習の施設講義室，実験・実習室， 図書室

展示室等

ウ 管理の胞設館長室，事務室，宿直室，倉成

車庫等

② 本館の面積は.1.000平方メ ートル程度令確保
することが望ましい。

③ 本館には，区域内の実態に応じ体育抱設 ・託児

施設および宿泊の設備等を備えること。

③ 構造を開放的にし，設備の様式を近代的にする

乙と。

③ 本館にはつぎの設備を備えること。

ア 机，椅子，黒板およびその他の教具

イ 写真機，映写機，テープ式磁提録音再生機，

蓄音器，テレビジョン受像機，幻灯機，ラジオ

聴取機，拡声用増幅器，ビデオコーダー，およ

びその他の視聴覚教育用具

ウ ピアノまたはオルカeンおよびその他の楽器

エ 図書およびその他の資料ならびに展示用具等

ζれらの利用のための器材器具

オ実験・実習に関する器具

カ 体育およびレクリ エーションに関する器具

キ 移動公民館用自動車および単車

⑥分館11:は，図書 ・資料 ・楽器・体育用具のほ

か，必要なものを備えること。
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(3) 職 貝

① 本館には，最低つぎの四名の職員をおくこと。

館長公民館主事事務職員用務員等

② 体育ー指導員・青少年指導員 ・社会教育指導員等

は，なるべく公民館の非常勤職員とすること。

③ 分館t<::は，最低つぎの二名の職員をおくことが

望ましい。

公民館主事 JTJ務員等

(4) 巡営審議会

① 本館iζは，各館ごとに運営審議会をおく Lのと

する。 fこTごし，やむなく「ニ以上の公民館につい

てーの公民館運営審議会をおく」場合は，各n'ilと

とはとれに代わる適切な措置を講ずる乙と。

② 一つの運営審議会の委員数は，最低五名とする

ζと。

③ 運営審議会委員の選任において，公民館利用者

を代表する者が含まれるよう考慮する ζと。

③ 運営審議会委員の任期は，二年を適当とする。

ただし，再任を妨げないが長期にわたる乙とは望

ましくない。

4. 公民館における標準的事業の領減と内容
公民館の行なう事業については，社会教育法第22条

』乙示されている。もとよ り，それぞれの公民館の事業

は，地域の実情K応じ，実際生活K即したものでなけ

ればならないが，その事業の企画 ・実施にあたっての

基本原則と額準的な事業の領域 ・内容とを考究して，

公民館のあるべき姿の実現に資したい。

公民館の事業の企画・実施にあたっての基本原則と

しては，①住民の要求にこたえてその生活課題を教育

的に解決する方途を援助するとともに，②事業の企画

および笑仰の過程における教育的意義を重視し，③か

つ住民と地域社会の課題解決に即して教育的に評価さ

れるものであること，が配慮きれなければならない。

「公民館のあるべき姿」にもとづく標準的事業の領

域と内容は，おおむねつぎのとおりである。

(1) 地域生活K綬ざす事業

① い乙いの場と機会の提供

ア 親ぼくの場として，談話室(ロビー)をつね

t<::開放すること。

イ 軽スポーツ・ゲーム・ダンス ・野外活動など

社会体育 ・レクリ エーνョン活動の場と綴会を

提供する ζと。

② 集会と場の提供

ア 地域内の機関・団体 ・小集団などの集会その

他の行事lζ会場を提供する乙と。

イ 住民の生活改善などのために抱設・設備を提

供する ζと。

① 住民相談

ア 専門家 ・専門機関の協力を求めて，住民の生

活相談t<::応ずる乙と。

イ 教育 ・法律 ・健康などについての相談を他の

機関に紹介あっ旋すること。

@ 年中行事

ア 教育的な意裁をもっ諸種の年中行事を行なう

乙と。

イ 郷土の伝統的 ・民俗的諸行事に協力するこ

と。

@ 調査と資料収集

ア 公民館活動K必褒な地域の実態・住民の怠議

などの調査を行なう乙と。

イ 図轡 ・新聞 ・雑誌・小冊子・切り抜きなどの

資料の選択 ・収集し，または自作し，乙れを適

宜撃理・配置して住民の利用に供するとと。

ウ 絵画 ・写真 ・図表・映画フィルム ・スライド

・レコード ・録音テープ ・実物 ・標本 ・絞型な

どの視腿党資料を選択 ・収集し，または自作し

て住民の利用κ供すること。
エ 郷土資料 ・行政資料などを収集・保存して住

民の閲覧K供する乙と。

⑥ 広報活動

ア 公民館活動を周知御底させるための広報を行

なう乙と。

イ 地方自治K関する必要な資料を提供し，住民

意思の伸長をはかるとと。

ウ マス ・コミ ュニケーションを積極的K利mす
るζと。

(2) 生活文化を高める事業

① 学級 ・講座の開設

ア 市民的教養ならびに生活 ・職業技術に関する

多額多様な学級 ・講座を開設すること。

イ 専門的 ・学術的な講座の閲設と大学開放講座

の誘致につとめる乙と。

ウ 通信教育の受講を援助する ζと。

② 講演会などの閲催

教育・学術 ・文化・産業 ・経済・政治等に関す

る講演会 ・討論会 ・講習会 ・発表会 ・展示会など

を開催する乙と。

③ 学習 ・創造活鋤の助長

ア 住民の要求と地級社会の要請に応じて， 学習

活動を援助する乙と。

イ 音楽 ・美術 ・文芸 ・演劇など文化創造活動の

ための機会と場を提供するζと。

① 教具・学習資料の供与

ア 楽録 ・実験・実習熔具，体育・レクリエーシ
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ョン用具などを個人および集団の活動のために

供与すること。

イ 学習に要する資料を，学習過程le即して編成

し，供与する乙と。

③ 学習の方法 ・技術の開発

社会教育の方法 ・技術について実践的研究・開

発を行ない，その普及をはかる ζと。

(3) 地域連帯を強める事業

① 機関 ・団体等の連絡 ・調整 ・援助

ア 公民館を利用する個人および団体の連絡 ・育

成をはかる乙と。

イ 地域・職域における小集団の活動を援助する

ζと。

ウ 地域における各機関・団体などの行なう社会

教育活動相互の連絡 ・調整をはかるとと。

② 機関・施設 ・団体との連けい

ア 広域le共通な事業を近隣の公民館と共同で実

施する乙と。

イ 広範な領域にわたる事業を他の機関 ・施設 ・

団体と共催する ζと。

③ 人材の開発と活用

地践における有志指導者 ・専門家の発掘につと

め，その社会的活用をはかること。

④世論の形成

地域住民の連帯感を強め，市民性を高めて，世

論の形成を助ける ζと。

5. 公民館職員の職務内容と研修

公民館職員の職務内容は，その身分 ・資格と深く関

連し.また職賓の自覚，現職研修の問題と密接に結ぴ

ついている。乙れらのうちの，どの一点において均衡

を欠いても，すぐれた職員を公民館に確保することを

困難にする。公民館活動の成否を決するカギの一つ

は，公民館にすぐれた人材を得られるか否かにかかっ

ている。このような認識に立って，身分・職務内容 ・

研修などについての韮本線を明確にしたい。

-{1)館長の身分

①本館には，常勤 ・専任の館長を必置とする ζ

と。

②館長となることのできる者は，社会教育主事と

同等もしくはそれ以上の資格をもち，社会教育職

員としての勤務経験五年以上の者とすること。

特殊の事情によりやむをえない場合は，教育的

識見その他において優秀な人材を館長とする方途

をiJUK考慮するものとする。

③館長は，教育公務員特例法第2条第4項にいう

専門的教育職員とする ζと。

@館長は.広域聞の交流ができるよう考慮するこ

と。

(2) 館長の給与

館長の給与は，公立義務教育学校の校長と同等以上

とすること。

(3) 館長の職務内容

① 館長は，公民館の行なう各種事業の企画・実施

および公民館の経営に必凄な事務執行の責任者で

あるとと。

②館長は，所属職員を監督し，その任免Kっき，

任命権者に意見を具申する ζと。

③ 館長の委任事項は，教育委員会規則において，

大幅K規定する ζと。

(4) 館長の研修

①館長は，教育公務員として研修の機会が与えら

れること。

② 館長の研修は，法に定めるもののほか，実施者

が他の教育機関に委託する乙とができるものとす

ること。

③館長の研修内容は，その職務の専門的知識技術

を深めるとともに広く内外の政治・経済 ・社会の

情勢と，とくに社会教育の動向とを的確には援

し，その職責の自覚と職務遂行上の能力とを高め

るようなものであるとと。

(5) 公民館主事の身分

①公民館主事K任用しうる者は，社会教育主事と

同等もしくはそれ以上の資格をもつものであるこ

と。

②公民館主事は，教育公務員特例法第2条第4項

にいう専門的教育職員とすること。

③公民館主事は，広域聞の交流ができるよう考慮

すること。

(6) 公民館主事の給与

公民館主事の給与は，公立義務教育学校教員と悶等

以上とするとと。

(7) 公民館主事の職務内容

① 公民館主事は，公民館の事業の実施にあたるほ

か，地域住民または各種団体が，公民館の施設 ・

設備を利用して各種の教育的事業・行事を実施す

るにあたり，その企画運営上の相談に応ずる乙と。

②公民館主事は，公民館が開設する相談事業の

実施，または専門的相談担当者との連絡にあた

ること。

(8) 公民館主事の研修

① 公民館主事は，教育専門職員として研修の機会

が与えられること。

② 公民館主事に求められる専門的教養の領域は，

つぎのようであるとと。
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ア 基礎部門公民館経営論，社会教育概説，教

育原理等

イ 専門部門成人教育，青少年教育，視聴覚教

育，体育・レクリエーション等

ウ一般教養

エ 演習

① 公民館主事の研修は，法l乙定めるもののほか，

実2留者が他の教育機関Ii:委託する乙とができるも

のとし，とくに小地域における自主的 ・継続的な

研究集会が奨励されること。

(9) その他の職員

① 公民館には事務職員 ・用務員等をおくこと。

② 事務職員・用務員等は庶務その他の職務に従事

する乙と。

③ 事務職員 ・用務員等は一般職の公務員であるこ

と。




